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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成23年11月10日に提出いたしました第147期第２四半期（自　平成23年７月１日　至　平成23年９月30日）の四半期報告書の

記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第３　提出会社の状況

１　株式等の状況

(2）新株予約権等の状況

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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第一部【企業情報】

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（２）【新株予約権等の状況】

（訂正前）

　当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成23年８月１日

新株予約権の数（個） 38

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 38,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　 1

新株予約権の行使期間
自　平成23年９月16日
至　平成53年９月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 132
資本組入額　　　66

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌
日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌
営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。

②　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使す
ることができるものとする。かかる相続人による新株
予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところ
による。

③　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で
締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによ
る。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の
決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）

　（注）　省略
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（訂正後）

　当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成23年８月１日

新株予約権の数（個） 38

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 38,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　 1

新株予約権の行使期間
自　平成23年９月16日
至　平成53年９月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 133
資本組入額　　　67

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌
日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌
営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。

②　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使す
ることができるものとする。かかる相続人による新株
予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところ
による。

③　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で
締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによ
る。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の
決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）

　（注）　省略

 

EDINET提出書類

阪神内燃機工業株式会社(E01471)

訂正四半期報告書

4/4


	表紙
	本文
	１四半期報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所
	第一部企業情報
	第３提出会社の状況


	１株式等の状況
	（２）新株予約権等の状況


